
 阿賀野市特定非営利活動促進法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年３月２２日 

                        阿賀野市長 田 中 清 善 

 

阿賀野市規則第１２号 

   阿賀野市特定非営利活動促進法施行細則の一部を改正する規則 

 阿賀野市特定非営利活動促進法施行細則（平成２９年阿賀野市規則第１８号）の一部

を次のように改正する。 

 第３条及び第８条中「市長政策・市民協働課」を「民生部社会福祉課」に改める。 

 第１６条中「第１５条」を「第１６条」に改める。 

 第１７条中「第１６条」を「第１７条」に改める。 

 第１８条中「第１７条」を「第１８条」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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